
発
達
障
害
児
（
者
）
に
対
す
る
支
援
促
進
を
求
め
る
意
見
書 

 
 

 
 

 
 

 
自
閉
症
、
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
、
注
意
欠
陥
・
多
動
性
障
害
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
な
ど
発
達
障
害
へ
の
対
応
が
緊
急
の

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
発
達
障
害
は
、
低
年
齢
で
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
文
部
科
学
省
の
調
査
で
は
、
小
中
学
生
全
体
の
六
パ
ー
セ
ン
ト

に
上
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

平
成
十
六
年
十
二
月
に
発
達
障
害
者
支
援
法
が
制
定
さ
れ
、
本
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
法
律
に
は
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団

体
の
責
務
と
し
て
、
発
達
障
害
の
早
期
発
見
や
支
援
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

発
達
障
害
に
対
し
て
は
、
幼
児
期
か
ら
学
齢
期
、
就
労
ま
で
一
貫
し
た
支
援
策
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
、
教
育
・
福
祉
・
保
健
・
就
労

な
ど
の
関
係
機
関
が
連
携
し
、
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
個
別
指
導
を
行
う
な
ど
の
対
応
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。 

国
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
よ
り
き
め
細
か
な
支
援
対
策
を
実
施
す
る
に
は
、

区
市
町
村
の
役
割
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

よ
っ
て
、
江
戸
川
区
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、
左
記
の
項
目
を
早
急
に
実
施
す
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。 

記 

一 

各
区
市
町
村
が
関
係
機
関
と
連
携
し
て
支
援
体
制
を
整
備
す
る
際
に
、
財
政
支
援
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
発
達
障
害
児
（
者
）
へ
の

理
解
の
普
及
、
意
識
啓
発
を
推
進
す
る
こ
と
。 

二 

発
達
障
害
の
早
期
発
見
に
向
け
て
、
乳
幼
児
健
診
の
充
実
と
、
新
た
な
児
童
健
診
制
度
（
五
歳
児
健
診
）
や
就
学
時
健
診
制
度
を
確
立

す
る
と
と
も
に
、
専
門
医
の
養
成
な
ら
び
に
人
材
の
確
保
を
図
る
こ
と
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日 

江
戸
川
区
議
会
議
長 

 

八
武
崎 

一
郎 

文
部
科
学
大
臣
・
厚
生
労
働
大
臣 

 

あ
て 


